
岸和田市職員人事考課実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、人事考課の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性

化を図り、もって能力・実績を重視した適材適所の人事管理の推進に資することを目的とする。 

（考課の種類及び運用の基本方針） 

第２条 人事考課の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その運用に当たっての基本方針は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 能力考課 職員が職務の遂行において発揮した能力を考課するもので、職員の自主的な学習を支援し、

個性を生かした人材育成を図るため、考課結果を全面的に職員本人に開示するとともに、育成のための

面談を重視した運用を図る。 

⑵ 実績考課 職員が職務の遂行によって達成した実績を考課するもので、職員が仕事の意義・達成感を

感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有及び達成過程

を重視した運用を図る。 

⑶ マネジメント・サポート 課長又はこれに相当する職にある職員（以下「課長等」という。）を参事及

び当該課長等の部下（以下「課員」という。）が考課するもので、課長等が課員による考課結果から自己

をより良く知り、もって自己のマネジメント能力を向上させ、職場運営を改善することができる運用を

図る。 

（対象職員） 

第３条 人事考課の対象は、常勤の一般職に属する職員とする。ただし、市長が別に定める職員を除く。 

（考課の基本原則） 

第４条 職員は、自らが第１次考課者であることを自覚し、能力考課に当たっては、自己の職務行動を客観

的にとらえ考課するように心がけなければならない。また、実績考課に当たっては、挑戦的な目標を設定

するようにし、目標の達成度の考課に当たっては、事実に基づいた客観的な考課に努めるものとする。 

２ 第２次考課者及び第３次考課者は、能力考課に当たっては、公平、公正を旨とし、部下の職務行動につ

いて観察した事実に基づき考課しなければならない。また、実績考課に当たっては、部下が挑戦的な目標

を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行わなければならない。 

（能力考課） 

第５条 能力考課の対象職員、考課者及び考課項目は、別表第１に定めるところによる。 

２ 能力考課を実施するにあたり基準とする、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求

められる能力（標準職務遂行能力）は、別表第２及び別表第３に定めるところによる。 

３ 考課の対象期間は毎年４月１日から10月31日までの期間とし、11月１日を基準日として考課する。た

だし、基準日において能力考課の対象期間のうち実際に勤務した期間が３ヶ月に満たない場合は、３ヶ月

に達する日を基準日とする。 

（実績考課） 

第６条 実績考課の対象職員及び考課者は、別表第４に定めるところによる。 

２ 考課の対象期間は毎年４月１日から翌年３月31日までの期間とし、１月１日を基準日として考課する。 

３ 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標（以下「職務目標」という。）及び部

下の育成に関する目標（以下「指導育成目標」という。）とする。職務目標の設定に当たっては、組織内の

コミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。 

４ 第２次考課者は、対象職員と第２項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況

についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援・助言を行うものとする。 

 



（マネジメント・サポート） 

第７条 課長等を対象にマネジメント・サポートを実施する。 

２ 課員の中から課内の合意により選任された３名以上の考課者（以下「サポーター」という。）が課長等を

考課する。ただし、課において３名以上のサポーターを選任することができない場合にあっては、これを

実施しない。 

３ サポーターは毎年度10月１日から12月20日までの期間に当該年度における課長等の職務行動について

考課し、考課結果を所属部長に提出するものとする。 

（考課結果の開示） 

第８条 考課結果は、対象職員に開示する。 

２ 能力考課においては、第２次考課者又は第３次考課者は面談を実施し、考課結果を対象職員に開示する

ものとする。開示に当たっては人材育成の視点から考課結果の説明及び指導、助言を行うものとし、職員

のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。 

３ 実績考課においては、対象職員と第２次考課者との面談により職務目標及び指導育成目標について考課

結果を確定し、これをもって考課結果の開示とする。 

４ マネジメント・サポートにおいては、部長は、サポーターの考課結果を能力考課の結果と同時に課長等

に開示し、指導、助言を行うものとする。 

（考課結果の活用） 

第９条 職員は、考課結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。 

２ 人事課は、考課結果を職員研修の企画、立案並びに実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとと

もに、人事に関する重要な情報として適材適所の配置管理、能力及び実績を重視した昇任・昇格管理とそ

れに伴う給与への反映、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。 

３ 考課結果は、前２項に規定する目的以外の目的のために利用してはならない。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、人事考課の実施に必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成18年11月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第５条関係） 

能力考課の対象職員、考課者及び考課項目 

備考 

 １ 考課項目の細目及び考課点は、職員に求められるコンピテンシー（業績向上につながる行動特性をい

う。）を基に市長が別に定める。 

 ２ 考課項目のうち、選択項目については、対象職員が６項目のうち２項目を選択し、考課するものとす

る。 

 ３ 担当副市長とは、対象職員が属する組織の分掌事務を所掌する副市長をいう。 

 ４ 考課者の休職その他の理由によって考課の実施が困難なときは、市長が指名する者を考課者とする。 

対象職員 
考課者 

考課項目 
第１次考課者 第２次考課者 第３次考課者 

課 長 本人 部長 担当副市長 

１ 変革力 

２ 市民満足志向 

３ コミュニケーション 

４ リーダーシップ 

５ 活力ある職場づくり 

６ 人材育成力 

７ 役割認識・責任行動 

８ 目標達成力 

９ 知識・情報力 

10 対人折衝力 

参 事 

主 幹 

担当長 

本人 課長 部長 

１ 必須項目 

⑴ 変革力 

⑵ 市民満足志向 

⑶ コミュニケーション 

⑷ 職務遂行力 

⑸ 自己能力開発 

⑹ 職場マナー・チーム貢献 

２ 選択項目 

⑴ 情報収集・活用 

⑵ ＯＡ活用力 

⑶ 計画力 

⑷ 対人関係力 

⑸ セルフコントロール 

⑹ 人材育成力 

主査 

主任 

その他の職員 

本人 担当長 課長 



別表第２（第５条関係） 

標準職務遂行能力（主幹級職員～一般職員） 

 

 
一般職員 主任級職員 主査級職員 担当長級職員 主幹級職員 

１．変革力 
担当する業務の改善・改革

に取り組むことができる。 
同左 

担当内業務の改善・改革や

創造において、担当長を補

佐しながら、新たな課題に

取り組むことができる。 

担当内業務の改善・改革や

創造を行い、新たな課題に

取り組むことができる。 

所属内業務の改善・改革や

創造において、所属長を補

佐しながら、新たな課題や

困難な課題に取り組むこ

とができる。 

２．市民（顧客）満足志向 

市民の立場に立って応対

し職務を遂行することが

できる。 

市民の立場に立って応対

し職務を遂行するともに、

市民サービスの向上を念

頭に置きながら職務を遂

行することができる。 

同左 

市民の立場に立って応対

し職務を遂行するともに、

市民サービスの向上を念

頭に置きながら担当内業

務を遂行することができ

る。 

同左 

３．コミュニケーション 

上司・同僚と円滑かつ適切

なコミュニケーション（報

告・連絡・相談）をとるこ

とができる。 

同左 

上司・同僚と円滑かつ適切

なコミュニケーション（報

告・連絡・相談）をとると

ともに、市民や関係者との

信頼関係を構築すること

ができる。 

上司・同僚・部下と円滑か

つ適切なコミュニケーシ

ョン（報告・連絡・相談）

をとるとともに、市民や関

係者との信頼関係を構築

することができる。 

同左 

４．職務遂行力 
意欲的に業務に取り組む

ことができる。 

計画的に業務を進め、確実

に業務を遂行することが

できる。 

計画的に業務を進め、担当

内業務全体のチェックに

おいては担当長を補佐し

ながら、確実に業務を遂行

することができる。 

計画的に業務を進め、担当

内業務全体のチェックを

行い、確実に業務を遂行す

ることができる。 

計画的に業務を進め、所属

内業務全体のチェックに

おいては所属長を補佐し

ながら、確実に業務を遂行

することができる。 

５．自己能力開発 
職務に関連する知識・技術

を習得することができる。 

職務に関連する知識・技術

の習得や、市職員として必

要な自己啓発を行うこと

ができる。 

職務に関連する知識・技術

の習得や、市職員として必

要な自己啓発を行うとと

もに、習得した職務に関連

する知識・技術を職場で共

有することができる。 

同左 同左 

６．職場マナー・チーム貢

献 

全体の奉仕者として、責任

を持って業務に取り組む

とともに、組織の規則やル

ール・マナーを守り、他の

メンバーと信頼関係を構

築し、チームに貢献するこ

とができる。 

同左 同左 

全体の奉仕者として、担当

業務の第一線において責

任を持って業務に取り組

むとともに、組織の規則や

ルール・マナーを守り、他

のメンバーと信頼関係を

構築し、チームに貢献する

ことができる。 

同左 

 



別表第３（第５条関係） 

標準職務遂行能力（管理職員） 

 

 
課長級職員 部長級職員 

１．変革力 
所属内業務の改善・改革や創造を行い、新たな課題や困

難な課題に取り組むことができる。 

部の重要業務における改善・改革や創造を行い、新たな

課題や困難な課題に取り組むことができる。 

２．市民（顧客）満足志向 

市民の立場に立って応対し職務を遂行するともに、市民

サービスの向上を念頭に置きながら所属の責任者として

意思決定を行うことができる。 

市民の立場に立って応対し職務を遂行するともに、市民

サービスの向上を念頭に置きながら部の責任者として意

思決定を行うことができる。 

３．コミュニケーション 

市民・関係者や上司・同僚・部下と円滑かつ適切なコミ

ュニケーション（報告・連絡・相談）をとるとともに、

自ら率先垂範して組織内の意思疎通を高め、コミュニケ

ーションを促進するための仕組み、雰囲気づくりを行う

ことができる。 

市民・関係者や部下と円滑かつ適切なコミュニケーショ

ン（報告・連絡・相談）をとるとともに、自ら率先垂範

して組織内の意思疎通を高め、コミュニケーションを促

進するための仕組み、雰囲気づくりを行うことができる。 

４．リーダーシップ 

所属の責任者として組織目標の達成に向けた方向性を示

すとともに、スピーディな判断で問題の解決をはかるこ

とができる。 

部の責任者として組織目標の達成に向けた方向性を示す

とともに、スピーディな判断で問題の解決をはかること

ができる。 

５．活力ある組織づくり 
所属の責任者として活力ある組織づくりに努め、職務遂

行の環境整備を行うことができる。 

部の責任者として活力ある組織づくりに努め、職務遂行

の環境整備を行うことができる。 

６．人材育成力 
部下の能力を公平・適切に把握し、人材育成に積極的に

取り組むことができる。 
同左 

７．役割認識・責任行動 
所属の責任者として自己が果たすべき役割を理解し、職

務責任を考え行動することができる。 

部の責任者として自己が果たすべき役割を理解し、職務

責任を考え行動することができる。 

８．目標達成力 

目標達成に向け強い意志で仕事に取り組み、所属内の業

務を適切に配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、

成果を挙げることができる。 

目標達成に向け強い意志で仕事に取り組み、部の重要業

務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げること

ができる。 

９．対人折衝力 
所属の責任者として、役所内外の折衝において、相手の

納得・信頼を得られる交渉や調整を行うことができる。 

部の責任者として、役所内外の折衝において、相手の納

得・信頼を得られる交渉や調整を行うことができる。 

１０．職場マナー・チーム貢献 

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責

任を持って取り組むとともに、組織の規則やルール・マ

ナーを守り、他のメンバーと信頼関係を構築し、チーム

に貢献することができる。 

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の重要課題

に責任を持って取り組むとともに、組織の規則やルー

ル・マナーを守り、他のメンバーと信頼関係を構築し、

チームに貢献することができる。 

 

 



別表第４（第６条関係） 

実績考課の対象職員及び考課者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 １ 担当副市長とは、対象職員が属する組織の分掌事務を所掌する副市長をいう。 

 ２ 考課者の休職その他の理由によって考課の実施が困難なときは、市長が指名する者を考課者とする。 

対象職員 
考課者 

第１次考課者 第２次考課者 第３次考課者 

部 長 

理 事 
本人 担当副市長 － 

 

課 長 

 

本人 部長 担当副市長 

参 事 

主 幹 

担当長 

本人 課長 部長 


